
憲法改正の実現に向けた議論を求める意見書 

 

 日本国憲法は、昭和２２年５月３日の施行以来、約７０年間、一度の改正も

行われていない。しかしながら、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的

な変化を遂げ、家庭、教育、環境などの諸問題や大規模災害等の緊急事態への

対応が求められている。特に我が国を取り巻く外交安全保障情勢は、憂慮すべ

き課題が山積している。 

 このような状況の変化を受け、憲法改正についての国民的議論が巻き起こり、

さまざまな憲法改正案が、各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されてい

る。 

 国会においても、平成１９年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置さ

れ、憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。 

 また、昨年６月１３日には、国民投票の投票年齢の引き下げなどを内容とす

る改正国民投票法が成立し、これにより、憲法改正の是非を問う国民投票の実

施に向けた環境が整った。憲法は国の基本法であって、その内容については、

国会はもとより、主権者である国民において幅広く議論されるべきである。 

 よって、国におかれては、時代状況の変化に対応し時代にふさわしい憲法の

改正について、憲法審査会において憲法改正案を早期に作成し、国民みずから

が判断する国民投票の実現に向けた国民への丁寧な説明や幅広い議論を行うよ

う強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２７年６月３０日 

岩 国 市 議 会 

 

 


